
7．行政の実施主体  

～検討資料～   



（1）障害児施設についての実施主体   

現在、障害児施設の支給決定は都道府県（指定都市、児童相談所設置  
市）が行っているが、実施主体についてどのように考えるか。  

※ 通所、入所（措置）・、入所（契約）それぞれについて、どのように考   
えるか。  

※ 一般施策や障害者施策との並びを考えれば市町村の関与が強い方が望   
ましいと考えられる。他方、障害児施設は数が少なく広域調整が必要な   

こと、専門的な判断の面等を考えれば都道府県の関与が必要と考えられ   
るが、どのように考えるか。  

※ 更に、現在、児童養護施設への措置は都道府県が行っており、虐待等   
の場合でかつ障害児の場合の措置の判断について、一元的に行われるた   
めには、どのように考えるか。   



（2）措置と契約について  

一 現在、障害児施設については、契約による利用を基本としつつ、虐  

、 待や養育拒否の場合等には措置によることとされているが「措置」  

と「契約」について、どのように考えるか。  

・措置による場合と契約による場合の判断について、各自治体により  
差が生じているという指摘があり、更なる明確化が必要ではないか。   



7．行政の実施主体  

（参考   



今後の社会福祉のあり方について（福祉関係三審議会合同企画分科会意見具申）  

社会福祉の運営、実施についてはゝ専門性、広域性、効率性等の観点について配慮しつつ、生  

民に最も密着した基礎的地方公共団体である市町村をその主体とすることが適当  

〔霊  

身体障害者更生援護施設の入所措置の事務については、市町村で実施する方向で検討  
精神薄弱者福祉については、在宅福祉の推進等に関し市町村の機能の強化を進める必要  

→①については、平成5年、②については、平成15年に市町村に権限委譲  

児■精神薄弱者施鱒千おし†て、市町甲草サ丁ビスの決声・軍嘩？享年甲 

． 
向で検討  

・潮i道府県については、市町村に対する支援や市町村間の調整、精神医療の体制整備など広  

域性・専門性の高い分野の業務の充実を図る  

今後の障害保健福祉施策の在り方について（身体障害者福祉審議会等合同企画分科会中間報告）   



今後の知的障害者・障害児施策の在り方について（中央児童福祉審議会）   

平成15年  

市町村へ委譲   
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※自治体による保育の実施等   



措置と契約の取扱いについて  
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原則として障害児施設の利用は契約によることとなるが、児童相談所が下記の事由  

のいずれかに合致すると判断した場合については、児童福祉法第27条第1項第3号  

の措置による利用を行うものとする。（障害児施設給付費等の支給決定について（平成19年障発0322005号）  

一 保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合  

保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準ずる状態にある場合  

・保護者の虐待葺により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が困難と認められる場合   



障害児施設における措置と契約の割合  

措置   契約   

知的障害児施設   34．3％   65．7％   

第1種自閉症児施設   31．3％   68．7％   

第2種自閉症児施設   6．6％   93．4％   

盲児施設   65．二2％   34．8％   

ろうあ児施設   51．8％   48．2％   

肢体不自由児施設   16．5％   83．5％   

肢体不自由児療護施設   36．6％   63．4％   

重症心身障害児施設   4．7％   95．3％   

〈障害福祉課調べ（H19．10．1現在）〉   



障害児施設における措置と契約の割合（18歳未満）  

措壷   契約   

知的障害児施設   57．9、％   4．2．1％   

第1種自閉症児施設   

38．0％   62．0％   

第2種自閉症児施設   

盲児施設   75．2％   24．8％   

ろうあ児施設   55．4％   44．6％   

肢体不自由児施設   17．5％   82．5％   

肢体不自由児療護施設   6才∴凍％   箪ご二∴‡6雛  

重症心身障害児施設   9．4％   90．6％   
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〈前資料につき、18歳以上の数を推計した上で、全て契約とみなし作成。）  



検討事項  

◆ 障害児施設利用者に係る「措置」と「契約」の区分についての判断基準をより明確化  

するため、全国の児童相談所設置自治体に対して現状調査し、その上で、児童相談所、  

有識者等の関係者において分析を行い、判断基準（例「事例集」）を作成する。   
（1）児童相談所設置自治体に対して、障害児施設への措置についての「要項等」に関する調査   

（2）調査結果の分析   

（3）判断基準の検討   

（4）判断基準（例「事例集」）を全国自治体に配布  
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